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第56期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示情報

会社の新株予約権等に関する事項
業務の適正を確保するための体制及び運用状況

株式会社の支配に関する基本方針
連結株主資本等変動計算書

連結注記表
株主資本等変動計算書

個別注記表

（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

株 式 会 社 　 電 　 　 算

表紙



2021/05/28 15:51:50 / 20701376_株式会社電算_招集通知（Ｆ）

会社の新株予約権等に関する事項
⑴　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2021年

３月31日現在）
取締役会の決議日

（2016年７月19日）
発行決議日 2016年７月19日

新株予約権の数 100個

新株予約権の目的となる株式の
種類と数

普通株式　　　　10,000株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり　180,100円
（１株当たり　1,801円）
（なお、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と
新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される）

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり　100円
（１株当たり　   １円）

権利行使期間 2016年８月３日から
2046年８月２日まで

行使の条件 （注）

役 員 の
保 有 状 況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数　　　  80個
目的となる株式数　 8,000株
保有者数　　　　　　　３人

社 外 取 締 役
新株予約権の数　　　  20個
目的となる株式数 　2,000株
保有者数　　　 　　　 ２人

（注）１．新株予約権者は、権利行使期間において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役及び従業員等の
地位を喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には前営業日）を経過する日までの
間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
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２．新株予約権者は、上記１．の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子
会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しな
い場合には取締役会決議）がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を
行使できるものとする。

３．新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
４．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
５．各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

⑶　その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社の体制及び方針

⑴　業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の
業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制について

ア．当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任
を果たすため、「コンプライアンス・ポリシー」を定め、これを取締役及び従業員
に周知徹底させます。

イ．当社のコンプライアンスに関する体制は、管理部門担当取締役をコンプライアンス
担当役員とし、経営企画部をコンプライアンス担当部署とします。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
ア．当社は、株主総会議事録、取締役会議事録及び取締役を決裁者とする稟議書などの

取締役の職務執行に係る文書については、法令・社内規程に従い、適切に保存及び
管理を行います。
　また、情報の管理については、「情報セキュリティ方針」及び「個人情報保護方
針」に従い対応します。

③　当社のリスクの管理に関する規程その他の体制について
ア．当社は、管理部門担当取締役をリスク管理担当役員とし、経営企画部をリスク管理

担当部署として、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理を実施します。
イ．当社は、代表取締役社長に直属する部署として、内部監査室を設置し、内部監査を

実施します。内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を見直し、必
要があれば監査方法の改訂等を行います。
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④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
ア．当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行

状況の監督等を行います。また、「取締役会規程」により定められている事項及び
その付議事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守します。

イ．業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を策
定し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向けて具体
策を策定・実行します。また、毎月予算実績報告を取締役会に報告し、全社及び各
部門の目標の達成状況を検証します。

⑤　当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制につ
いて

ア．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について
ａ.当社は、経営企画部を子会社管理の担当部署とし、「関係会社管理規程」に従い、

子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把
握します。

ｂ.子会社における経営上の重要な案件を、当社への合議・承認が必要となる事項とし
て定め、関係書類の提出を求めるなど、事前協議の上、意思決定を行います。

ｃ.子会社における業務執行状況及び決算などの財務状況に関する定期的な報告を受
け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているか確認します。

イ．子会社のリスクの管理に関する規程その他の体制について
ａ.子会社のリスクについては、子会社管理部署が、当社グループ全体のリスクの把

握・管理を行います。グループ各社は、重大なリスクが発生した場合には、直ちに
当社のリスク管理担当役員及び子会社管理部署に報告し、当社は事案に応じた支援
を行います。また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制を整備します。
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ウ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制につ
いて

ａ.子会社管理について、子会社管理部署が子会社の指導・育成の基本方針を立案し、
事業及び経営の両面から子会社を指導・育成します。

ｂ.子会社管理部署は、子会社に対し、貸借対照表・損益計算書などの経営内容、予算
実績対比等の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握しま
す。また、子会社管理部署は、子会社の決算損益等を定期的に当社取締役会に報告
します。

エ．子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制について

ａ.当社は「コンプライアンス・ポリシー」を当社グループ全体のコンプライアンス基
本方針とし、コンプライアンスに関する規程及び関連規程に基づき、当社グループ
内の子会社におけるコンプライアンス推進を支援します。

ｂ.当社取締役及び従業員を必要に応じて出向させるとともに、「関係会社管理規程」
に基づき子会社の業務を所管する部署と連携し、子会社における法令及び定款に適
合するための指導・支援を実施します。

ｃ.当社の内部監査部門が、「内部監査規程」に基づき法令や定款、社内規程等への適
合等の観点から、子会社の監査を実施します。

⑥　当社の監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの
独立性に関する事項について

ア．監査役を補助すべき従業員については、管理部門担当取締役が監査役の意見を十分
に検討し、必要に応じて人員を配置します。

イ．監査役を補助すべき従業員の人事異動については、監査役と管理部門担当取締役が
協議し、決定します。

⑦　当社の監査役の前号の従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項について
ア．監査役を補助すべき従業員は当社の就業規則に従いますが、当該従業員への指揮命

令権は各監査役に属するものとし、異動、処遇、懲戒等の人事事項については監査
役と事前協議のうえ実施します。
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⑧　当社の監査役への報告に関する体制について
ア．当社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制について

ａ.監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する
ため、全社幹部会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業
務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明
を求めることとします。

ｂ.取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したとき
は、法令に従い、直ちに監査役に報告します。

イ．子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の
監査役に報告するための体制について

ａ.当社の監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、子会
社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会
社の取締役、監査役または従業員にその説明を求めることとします。

ｂ.子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が、子会
社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実その他重要な事実があることを発見し
たときは、法令に従い、直ちに当社の監査役に報告します。

⑨　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制について

ア．「内部通報の取扱いに関する規程」において、内部通報に携わる者は通報・相談の
受付、事実確認及び調査等で知り得た秘密事項を漏らすことを禁止しており、漏ら
した場合には当社または子会社の社内規程に従い処分を科します。
　また、いかなる場合においても、通報窓口への通報・相談者に対して、不利益な
取扱い（降格、減給、解雇、派遣労働者の交代、労働者派遣契約の解除等）を禁止
しています。
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⑩　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する
事項について

ア．取締役は監査役による監査に協力し、監査に要する諸費用については、監査の実行
を担保するべく予算を措置します。

⑪　その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
ア．取締役及び従業員は、監査役の監査に対する理解を深め、監査体制の実効性を高め

るため、監査役の監査に協力します。
イ．監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ随時に意見交換会を開催し、また内

部監査室と連携を図り、効果的な監査業務を遂行します。

⑫　当社の財務報告の適正性を確保するための体制の整備について
ア．当社は、金融商品取引法及びその他の法令の定めに従い、財務報告に係る具体的な

内部統制の整備及び運用を定め、財務報告の信頼性及び適正性を確保します。

⑬　当社及び子会社から成る企業グループにおける反社会的勢力排除に向けた体制整備に
関する内容について

ア．当社グループは、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもちません。ま
た、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をと
ります。

イ．当社グループは、反社会的勢力についての理解を深め、関係を排除するための対応
及び毅然とした対応ができるよう、定期的に社内教育を行います。
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⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針に基づき、内
部統制システムの整備及び運用状況について継続的に確認し、取締役会にその内容を報告
しております。また、確認の結果判明した問題につきましては、是正措置を行い、より適
切な内部統制システムの運用に努めております。なお、当事業年度に実施した当社におけ
る内部統制システムの主な運用状況は以下のとおりであります。
①　コンプライアンスに関する取り組み

　労働関係法、労働者派遣法、下請法等業務と関連の深い重要法令の理解と遵守の徹底
のため及びインサイダー取引規制の理解と法令違反防止のため、また、反社会的勢力に
ついて関係を排除するための対応理解のために、各種コンプライアンス研修を全社研修
として計画し、実施しました。

②　当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する取り組み
　当社は、情報サービス事業者として取り扱う情報処理施設、情報システム、データ等
に関わる情報セキュリティの維持・管理に必要な基本事項を定め、当社が営むすべての
業務に適用することを目的として、「情報セキュリティ管理規程」を制定しております。
全部署を対象とした情報セキュリティに関しての研修を実施し、システム開発・取得時
に限らず、資産の管理、アクセス制御、暗号化等について、周知徹底しております。

③　リスク管理に関する取り組み
　社内各部門へのヒアリングを行い、リスクの洗い出しを行いました。そのリスクに基
づき、リスク管理担当役員、リスク管理事務局、各部門を代表するリスク管理リーダで
構成される体制にて審議を重ね、各部門への更なるヒアリングを経て、翌年度のリスク
管理対応方針を定めております。
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④　内部通報の取り扱いに関する取り組み
　当社は外部機関（経営陣から独立した外部弁護士）を窓口とする、通報窓口を設けて
おります。通報を受けてからは、通報案件の処理に係るフローチャートに則り適切に処
理する手続きを整備しております。

⑤　監査役監査の実効性を確保するための取り組み
　監査役は、他の監査役、取締役及び会計監査人とそれぞれ随時に意見交換を実施し、
内部監査室と連携を図り、効果的な監査業務を遂行しました。

⑥　財務報告の適正性の確保に関する取り組み
　当社では会計監査人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しておりま
す。会計監査人とは、定期的な意見交換、情報共有を行っているほか、必要に応じて内
部監査結果等を共有しております。また、会社情報の適時開示については、適正かつ迅
速な情報開示に対応すべく社内体制の強化を図っております。
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株式会社の支配に関する基本方針
①　基本方針の内容の概要

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を
理解し、当社が企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ安定的に確保し、
向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株
主の皆様全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社株式に
ついて大量買付けが行われる場合、当該行為が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の
利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
　しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主
共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するお
それがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討
し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供し
ないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者
との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資
さないものも少なくありません。
　当社株式の大量買付けを行う者が、当社の事業及び財務の内容ならびに当社の企業価
値を理解し、当社の企業価値の源泉を中長期的に確保・向上させることができなければ、
当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益が毀損されることになります。また、
当社株式の大量買付けを行う提案を受けた際、株主の皆様が最善の選択を行うためには、
大量買付行為が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を判断する必
要があり、そのために必要な情報や時間が確保されないまま大量買付行為が強行される
場合には、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益が毀損されることになります。
　当社は、そのような当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資さない大量買付
けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、こ
のような者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、
当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
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②　会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要
　当社においては、「Reams（リームス）」に代表される当社の技術・知識・ノウハウ
が最大限活かされて開発された各種ソフトウェア資産、技術・知識・ノウハウが蓄積さ
れた人材、お客様密着型の企業文化、提携ビジネスパートナーとの協働関係の確立、及
び独立系情報サービス企業であることなどが、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の
利益の源泉であると考えております。当社は、これらの企業価値の源泉を踏まえ、成長
企業としての基盤構築、積極的な人材育成による技術力の向上、次期システムの研究開
発及び設備投資、システム開発の品質・生産性向上といった諸施策を実行していくこと
により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上を図ってまいります。
　また、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化として、取締役の任期を１年とし、
また社外取締役及び社外監査役のうち５名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と
して指定しております。このような役員体制のもと、毎月定例的に開催する取締役会で
は、各社外取締役及び社外監査役は、取締役会の重要な意思決定及び業務執行の妥当性・
適正性を確保する機能・役割を担うなど、経営の透明性と健全性の確保及び環境の変化
に迅速・適切に対応できる経営機能の強化を図っております。なお、監査役は取締役会
のほか重要な会議に出席し、取締役の職務遂行状況を監査するとともに、内部監査担当
者及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の有
効性を高めております。

③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方
針の決定が支配されることを防止するための取り組みの概要

　当社は、2018年５月29日開催の取締役会の決議及び2018年６月27日開催の定時株主
総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の決議に基づき、「当社株式の大量買付
行為への対応策」（買収防衛策）を継続いたしました（以下、「本プラン」といいま
す。）。
　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的
として、当社の株券等の大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行おうとする
者（以下「大量買付者」といいます。）に対し、（i）事前に当該大量買付行為に関する
必要かつ十分な情報の提供を求め、（ii）当社が当該大量買付行為についての情報収集・
検討等を行う時間を確保した上で、（iii）株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案
等を提示すること、あるいは大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めていま
す。
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　当社取締役会は、大量買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否か、大量買
付者が本プランに定められた手続を遵守した場合であってもその大量買付行為が当社の
企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものとして対抗措置を発動するか否か、
及び、対抗措置を発動するか否かについて株主総会に諮るか否かの判断については、そ
の客観性、公正性及び合理性を担保するため、当社は、当社取締役会から独立した組織
として独立委員会を設置し、独立委員会に必ず諮問することとします。
　本プランは、以下のア.ないしウ.のいずれかに該当し、またはその可能性がある行為
がなされ、またはなされようとする場合（ただし、当社取締役会があらかじめ承認した
ものを除きます。以下「大量買付行為」といいます。）を適用対象とします。
ア．当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等保有割合が20％以上とな

る当該株券等の買付その他の取得
イ．当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等所有割合とその特別関係者

の株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付その他の取得
ウ．当社が発行者である株券等に関する大量買付者が、当社の他の株主との間で当該他

の株主が当該大量買付者の共同保有者に該当することとなる行為を行うことにより、
当該大量買付者の株券等保有割合が20％以上となるような行為

　大量買付行為を行う大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、本プランに定め
る手続を遵守する旨の誓約文言を含む書面（以下「意向表明書」といいます。）を当社
に対して提出していただきます。当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内
に、買付説明書（以下に定義されます。）の様式を大量買付者に対して交付いたします。
大量買付者は、当社が交付した書式に従い、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会と
しての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）等を
記載した書面（以下「買付説明書」といいます。）を、当社に提出していただきます。
　大量買付者より本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、当社取締役会は、
大量買付行為の内容の評価、検討、協議、交渉、代替案作成のための期間として、60日
間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）また
は90日間（その他の大量買付行為の場合）の取締役会評価期間を設定します（なお、止
むを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、最大30日間
延長することができます。）。
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　独立委員会は、大量買付者及び当社取締役会から提供された情報に基づき、必要に応
じて外部専門家等の助言を得て大量買付行為の内容の評価・検討等を行い、取締役会評
価期間内に対抗措置の発動もしくは不発動または対抗措置発動の可否等につき株主総会
に諮るべきである旨を当社取締役会に勧告を行います。
　当社取締役会は、独立委員会の前述の勧告を最大限尊重し、取締役会評価期間内に対
抗措置の発動もしくは不発動に関する会社法上の機関としての決議または株主総会招集
の決議その他必要な決議を遅滞なく行います。対抗措置発動の可否等につき株主総会に
おいて株主の皆様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より最長60日以内に
株主総会を開催することとします。当社が本プランに基づき発動する大量買付行為に対
する対抗措置は、新株予約権無償割当て等、会社法その他の法令及び当社の定款上認め
られている措置とします。対抗措置として新株予約権無償割当てを実施する場合には、
新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額を払い込むことにより新株予約権
を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大量
買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大量買付者等以外の者
から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すこと
があるものとします。
　本プランの有効期間は、本定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとしており、これにより、本プラン
の有効期間は、2021年６月に開催予定の定時株主総会の終結時までであります。
　なお、本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス
https://www.ndensan.co.jp/ir/press.html）に掲載の2018年５月29日付プレスリリ
ースをご覧下さい。
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④　具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
　②に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関
する基本方針の実現に資する特別な取り組みは、②に記載した通り、当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の会社役員の地位の
維持を目的とするものではなく、上記①に記載した当社の基本方針に沿うものです。
　また、本プランは、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗
措置の発動もしくは不発動または株主総会招集の判断の際には取締役会はこれに必ず諮
問することとなっていること、独立委員会は当社の費用で独立した第三者である外部専
門家等を利用することができるとされていること、本プランの有効期間は３年であり、
その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等、その内容
において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいて
は株主共同の利益に資するものであって、上記①に記載した当社の基本方針に沿うもの
であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

（注）2021年５月27日開催の取締役会において、2021年６月25日開催予定の当社第56期定
時株主総会（以下、「本総会」といいます。）終結の時において有効期限が満了する買
収防衛策について、株主の皆様のご賛同を得ることを条件に継続することについて決定
し、本総会にて議案を付議することといたしました。本総会に付議する議案の詳細につ
いては「第３号議案　当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件」
をご参照ください。
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連結株主資本等変動計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当連結会計年度期首残高 1,395,482 1,088,102 5,663,879 △579,658 7,567,805
当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △195,233 △195,233
親会社株主に帰属する
当期純利益 599,049 599,049

自己株式の取得 △1,341,131 △1,341,131
自己株式の処分 △701 25,185 24,483
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額
(純額)

－

当連結会計年度変動額合計 － △701 403,815 △1,315,946 △912,832
当連結会計年度末残高 1,395,482 1,087,400 6,067,695 △1,895,604 6,654,973

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る

調整累計額
その他の包括利益

累計額合計
当連結会計年度期首残高 4,705 △56,745 △52,039 18,010 7,533,775
当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △195,233
親会社株主に帰属する
当期純利益 599,049

自己株式の取得 △1,341,131
自己株式の処分 24,483
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額
(純額)

75,345 23,321 98,667 98,667

当連結会計年度変動額合計 75,345 23,321 98,667 － △814,165
当連結会計年度末残高 80,050 △33,423 46,627 18,010 6,719,610

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　１社
・連結子会社の名称　　　　　　（株）ティー・エム・アール・システムズ

２．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

３．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　その他有価証券
・時価のあるもの……………………………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）を採用しております。

・時価のないもの……………………………移動平均法による原価法を採用しております。
②　たな卸資産

・商品…………………………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法）を採用しております。
なお、一部の商品については、移動平均法による原価法（貸
借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
を採用しております。

・仕掛品………………………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法）を採用しております。

・原材料及び貯蔵品…………………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
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⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）……定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物及び

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備、構築物につ
いては定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物　　　６年～50年
機械装置及び運搬具　４年～７年

②　無形固定資産（リース資産を除く）
・市場販売目的のソフトウエア…………見込販売数量に基づく償却額と残存見込販売有効期間（３

年）に基づく均等償却額との、いずれか大きい金額を採用し
ております。

・自社利用目的のソフトウエア…………利用可能期間（５年～10年）に基づく定額法を採用しており
ます。

・その他の無形固定資産…………………定額法を採用しております。
⑶　重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金………………………………売上債権その他これに準ずる債権の貸倒損失に備えるため、
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込
額を計上しております。

②　賞与引当金………………………………従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当連結
会計年度に負担すべき額を計上しております。

③　製品保証引当金…………………………製品の無償保証に係る支出に備えるため、過去の実績を基礎
に将来の見込を加味して、翌連結会計年度の保証期間内の製
品保証費用見積額を計上しております。

④　受注損失引当金…………………………受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末
における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
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⑷　退職給付に係る負債の計上基準…………従業員への退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ
る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結
会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理しております。

③　小規模企業等における簡便法の採用
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の

計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企
業退職金共済制度による給付額を控除した額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

⑸　重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
換算基準……………………………………外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理しております。

－ 18 －
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⑹　重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の
計上基準……………………………………①　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる受注契約
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

②　その他の受注契約
工事完成基準⑺　のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却………………………………10年以内の定額法により償却を行っております。
⑻　その他連結計算書類の作成のための重要な事項

消費税等の会計処理………………………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。

会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

表示方法の変更に関する注記
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当連結会計年
度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載して
おります。
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会計上の見積りに関する注記
１．連結計算書類に計上した会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影

響を及ぼす可能性がある項目
新型コロナウイルス感染症は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、繰延税金資産の回収可

能性の前提となる将来の利益計画に不確実性が含まれると判断しております。

２．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 865,262千円

３．会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

将来の利益計画により見積もられた課税所得に基づき、繰延税金資産を計上しております。
⑵　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

新型コロナウイルス感染症の影響に関して、当連結会計年度における繰延税金資産の回収可能性の会
計上の見積りに重要な影響を与えるものではありませんでした。新型コロナウイルス感染症の収束時期
は依然として不透明な状況であり、今後の当社グループにおける業績への影響を見通すことは困難であ
りますが、現時点では、当連結会計年度と同様に重要な影響はないものと仮定し、会計上の見積りを行
っております。

⑶　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があ

り、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において
繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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連結貸借対照表に関する注記
１．たな卸資産

損失が見込まれる受注契約に係る仕掛品は、これに対応する受注損失引当金135,114千円と相殺表示
しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　4,530,018千円

３．保証債務（金融機関からの借入に対する債務保証）
電算共済会 30,000千円

４．過年度に取得した固定資産のうち、国庫補助金等による圧縮記帳額は263,367千円であり、連結貸借対
照表上はこの圧縮記帳額を控除しております。

なお、その内訳は建物263,367千円であります。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 5,837千株

２．剰余金の配当に関する事項
⑴　配当金支払額等

決議 株式の種類
配当金
の総額

（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2020年５月15日
取締役会 普通株式 100,305 18 2020年３月31日 2020年６月11日

2020年10月30日
取締役会 普通株式 94,928 17 2020年９月30日 2020年12月７日

⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決議 株式の種類
配当金
の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2021年５月14日
取締役会 普通株式 104,922 利益剰余金 21 2021年３月31日 2021年６月10日

３．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目
的となる株式の種類及び数

普通株式 10千株
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時
的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達してお
ります。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形、売掛金及びリース投資資産は顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されてお
ります。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金（主として短期）及び設備投資に係る資金調達（主として長期）を目的としたも

のであり、償還日は最長で決算日後５年であります。
⑶　金融商品に係るリスク管理体制

　　　　①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権については、販売管理規程に従い、業務管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリ

ングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況などの悪化等による回収懸念の
早期把握や軽減を図っております。グループ会社についても、当社の管理体制に準じて、同様の管理
を行っております。

　　　　②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しておりま

す。
　　　　③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の
維持等により流動性のリスクを管理しております。グループ会社についても、当社の管理体制に準じ
て、同様の管理を行っております。
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⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2021年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．
参照）。

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 678,382千円 678,382千円 －千円

(2) 受取手形及び売掛金 6,421,315 6,421,315 －

(3) リース投資資産 1,358,114 1,357,680 △434

(4) 投資有価証券

その他有価証券 193,833 193,833 －

　資産計 8,651,646 8,651,212 △434

(1) 買掛金 1,719,290 1,719,290 －

(2) 短期借入金 3,502,000 3,502,000 －

(3) １年内返済予定の長期借入金 351,996 351,996 －

(4) 長期借入金 2,452,680 2,452,680 －

(5) リース債務 1,450,272 1,430,229 △20,042

　負債計 9,476,238 9,456,196 △20,042

－ 24 －
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産

⑴　現金及び預金、⑵　受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。
⑶　リース投資資産

これらの時価について、一定の期間ごとに分類した債権ごとに、満期までの期間及び信用リス
クを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。

⑷　投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負債
⑴　買掛金、⑵　短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。

⑶　1年内返済予定の長期借入金、⑷　長期借入金、⑸　リース債務
これらの時価は、元利金合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される

利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は、短期間で市
場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価
額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表
計上額（千円）

非上場株式 204,874
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上

表には含めておりません。
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３．金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 678,382 － － －

受取手形及び売掛金 6,421,315 － － －

リース投資資産 422,878 860,051 75,184 －

合計 7,522,577 860,051 75,184 －

４．長期借入金、リース債務の決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 351,996 1,751,996 346,684 324,000 30,000 －

リース債務 453,883 361,851 292,144 152,914 114,294 75,184

合計 805,879 2,113,847 638,828 476,914 144,294 75,184

１株当たり情報に関する注記
１株当たりの純資産額 1,341円31銭
１株当たりの当期純利益 109円61銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他
資本

剰余金
資本剰余金

合計
利益

準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合計別途積立金 繰越利益
剰余金

当期首残高 1,395,482 1,044,925 43,176 1,088,102 87,500 4,760,000 941,020 5,788,520
当期変動額

剰余金の配当 △195,233 △195,233
当期純利益 474,408 474,408
自己株式の取得
自己株式の処分 △701 △701
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 － － △701 △701 － － 279,174 279,174
当期末残高 1,395,482 1,044,925 42,475 1,087,400 87,500 4,760,000 1,220,195 6,067,695

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 △579,658 7,692,446 4,705 4,705 18,010 7,715,161
当期変動額

剰余金の配当 △195,233 △195,233
当期純利益 474,408 474,408
自己株式の取得 △1,341,131 △1,341,131 △1,341,131
自己株式の処分 25,185 24,483 24,483
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

75,345 75,345 75,345

当期変動額合計 △1,315,946 △1,037,473 75,345 75,345 － △962,127
当期末残高 △1,895,604 6,654,973 80,050 80,050 18,010 6,753,034

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

重要な会計方針に係る事項の注記
１．有価証券の評価基準及び評価方法

⑴　子会社株式
　移動平均法による原価法
⑵　その他有価証券

①　時価のあるもの……………………………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）を採用しております。

②　時価のないもの……………………………移動平均法による原価法を採用しております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
⑴　商品……………………………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）を採用しております。
なお、一部の商品については、移動平均法による原価法（貸
借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
を採用しております。

⑵　仕掛品…………………………………………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法）を採用しております。

⑶　原材料及び貯蔵品……………………………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
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３．固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産（リース資産を除く）………定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物及

び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備、構築物に
ついては定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　６年～50年
機械及び装置　　　　４年～７年
工具、器具及び備品　２年～20年

⑵　無形固定資産（リース資産を除く）
①　市場販売目的のソフトウエア……………見込販売数量に基づく償却額と残存見込販売有効期間（３

年）に基づく均等償却額との、いずれか大きい金額を採用
しております。

②　自社利用目的のソフトウエア……………利用可能期間（５年～10年）に基づく定額法を採用してお
ります。

③　その他の無形固定資産……………………定額法を採用しております。
⑶　リース資産……………………………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。
⑷　長期前払費用…………………………………均等償却を採用しております。

４．引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金……………………………………売上債権その他これに準ずる債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

⑵　賞与引当金……………………………………従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事
業年度に負担すべき額を計上しております。

⑶　製品保証引当金………………………………製品の無償保証に係る支出に備えるため、過去の実績を基
礎に将来の見込を加味して、翌事業年度の保証期間内の製
品保証費用見積額を計上しております。
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⑷　受注損失引当金………………………………受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末に
おける受注契約に係る損失見込額を計上しております。

⑸　退職給付引当金………………………………従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事
業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
換算基準…………………………………………外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として処理しております。

６．収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準……①　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる受注契約
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

②　その他の受注契約
工事完成基準

７．その他計算書類作成のための基本となる事項
消費税等の会計処理……………………………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によってお

ります。
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会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

表示方法の変更に関する注記
連結計算書類「連結注記表（表示方法の変更に関する注記）」の内容と同一であります。

会計上の見積りに関する注記
１．計算書類に計上した会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可

能性がある項目
新型コロナウイルス感染症は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、繰延税金資産の回収

可能性の前提となる将来の利益計画に不確実性が含まれると判断しております。

２．当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 841,010千円

３．会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）３．会計上の見積りの内容について連結計

算書類利用者の理解に資するその他の情報」の内容と同一であります。
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貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 4,512,626千円

２．関係会社に対する金銭債権・債務
短期金銭債権 10,184千円
長期金銭債権 72,122千円
短期金銭債務 938千円

３．保証債務（金融機関からの借入に対する債務保証）
電算共済会 30,000千円

４．過年度に取得した固定資産のうち、国庫補助金等による圧縮記帳額は263,367千円であり、貸借対照表
上はこの圧縮記帳額を控除しております。

なお、その内訳は建物263,367千円であります。

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引 116,313千円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 840千株
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税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 108,256千円
退職給付引当金 415,733千円
賞与引当金 201,693千円
関係会社株式評価損 84,276千円
受注損失引当金 63,537千円
未払社会保険料 28,616千円
株式報酬費用 24,103千円
未払事業税 15,289千円
減価償却超過額 12,614千円
未払事業所税 6,096千円
投資有価証券評価損 3,708千円
資産除去債務 2,556千円
その他 31,932千円

小計 998,415千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △122,162千円

評価性引当額小計 △122,162千円
繰延税金資産合計 876,253千円
繰延税金負債

資産除去債務 △6千円
投資の資本剰余金払戻 △463千円
その他有価証券評価差額金 △34,772千円

繰延税金負債合計 △35,242千円
繰延税金資産の純額 841,010千円
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 30.4％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1％
住民税均等割 1.3％
地方創生応援税制税額控除 △0.1％
試験研究費特別控除 △0.0％
評価性引当額 10.6％
その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.5％

リース取引に関する注記
１．ファイナンス・リース取引
（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引
⑴　リース資産の内容

　有形固定資産…………………………………主として車両(「車両運搬具」）であります。

⑵　リース資産の減価償却の方法…………………重要な会計方針に係る事項「３．固定資産の減価償却の
方法 ⑶ リース資産」に記載のとおりであります。

２．転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で貸借対照表に計上している額
⑴　リース投資資産

流動資産 1,358,114千円
⑵　リース債務

流動負債 422,244千円
固定負債 935,236千円
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１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,348円00銭
１株当たり当期純利益 86円80銭

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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